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特
定
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の
設
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申
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環
境
生
活
政
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定
非
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利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
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一 
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営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
農

地

整

備

課
）
三
七
一 

○
建
築
基
準
法
に
規
定
す
る
用
途
地
域
の
指
定
の
な
い
区
域
で
定
め
る 

事
項
の
区
域
区
分
の
変
更
案
の
縦
覧 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
建

築

指

導

課
）
三
七
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第

二

千

二

百
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十

八

号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
火
曜
日
） 

 
 

平

成

二

十

三

年

八

月

三

十

日 
  
 
 
 
 
 

告 
 
 
 

示 

岐
阜
県
告
示
第
四
百
六
十
三
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。 

 

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
三
年
八
月
三
十
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
大
垣
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
八
月
三
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
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―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
告
示
第
四
百
六
十
四
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。 

ペ
ー
ジ 

 

岐 

阜 

県 

公 

報 
 
 
 
 
 

毎
週 

 
 
 
 
 
 
 

発
行 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成
二
十
三
年
八
月
三
十
日 

火
曜
日 

金
曜
日 

(
 

)
 

休
日
に
当
た
る 

と
き
は
翌
日 

(
 

)
 

県
道 

道
路

の
種
類 

大 

垣 

養
老
公
園

線 

路

線

名 

養
老
郡
養
老
町
蛇
持
字
前
野

一
七
五
番
二
地
先
か
ら 

 

同 

郡
同 

町
同 

字
同
前

一
六
〇
番
一
地
先
ま
で 

区 
 
 
 
 
 
 

間 

後 前 

区
域
変
更
前
後
別 

一
〇
・
五

〜 

一
三
・
五 

一
〇
・
五

〜 

一
三
・
五 

敷
地
の
幅

員 （
メ
ー
ト

ル
） 

一
〇
〇
・
〇 

一
〇
〇
・
〇 

延

長 

（
メ
ー
ト

ル
） 

 

備 

考 

線 
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な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
三
年
八
月
三
十
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
多
治
見
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
八
月
三
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 

公 
 
 
 

示 

 
 

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請 

 

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
八
月
三
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

申

請

の

あ

っ

た

年

月

日 

平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
八
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ナ
チ
ュ
ラ
ル
ラ
イ
フ
・
デ
ザ
イ
ン 

三 

代

表

者

の

氏

名 

岩
砂 

晶
子 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

岐
阜
県
岐
阜
市
長
良
友
瀬
九
九
番
地
一 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
地
域
、
日
本
及
び
世
界
中
の
人
々
を
対
象
に
、

自
然
体
験
活
動
、
野
外
学
習
、
冒
険
教
育
、
環
境
教
育
等
の
プ
ロ

グ
ラ
ム
や
イ
ベ
ン
ト
の
企
画
、
実
施
運
営
を
行
う
。
同
時
に
、
自

然
共
存
型
社
会
構
築
に
関
す
る
調
査
と
仕
組
み
づ
く
り
の
提
案
な

ど
の
事
業
を
行
い
、
私
た
ち
の
住
む
地
球
の
豊
か
な
自
然
環
境
を

次
の
世
代
に
手
渡
す
と
と
も
に
、
日
本
の
自
然
が
育
ん
だ
地
域
文

化
の
持
続
発
展
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請 

 

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
八
月
三
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

申

請

の

あ

っ

た

年

月

日 

平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
八
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
英
集
会 

三 

代

表

者

の

氏

名 

福
富 

悌 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

岐
阜
県
岐
阜
市
安
食
一
二
二
八
番
地 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
子
ど
も
と
子
育
て
中
の
人
及
び
障
が
い
児
者
に

対
し
て
、
子
育
て
に
関
す
る
情
報
の
提
供
や
支
援
及
び
障
が
い
児

者
の
生
活
サ
ポ
ー
ト
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
少
子
化
社
会
や
発

達
障
が
い
な
ど
の
障
が
い
が
増
加
し
つ
つ
あ
る
社
会
に
お
い
て
、

子
ど
も
の
健
全
な
育
成
と
子
育
て
及
び
障
が
い
児
者
の
社
会
生
活

の
支
援
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請 

 

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

県
道 

道
路 

の
種 

類 

大 

西 

瑞 

浪 

路

線

名 

瑞
浪
市
明
世
町
月
吉
字
榎
堂
九

四
五
番
一
地
先
か
ら 

 

同 

市
同 

町
同 

字
堂
地
八

七
一
番
六
地
先
ま
で 

瑞
浪
市
日
吉
町
字
千
原
二
二
八

四
番
二
地
先
か
ら 

 

同 

市
同 

町
字
同 
二
二
八

五
番
三
地
先
ま
で 

区 
 
 
 
 
 
 
 
 

間 

一
一
七
・
〇 

四
六
・
〇 

延 
 

長

（

メ

ー

ト

ル
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平
成 

二
三
・ 

八
・
三
〇 

供
用
開
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の

期

日 

平
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二
二
・
一
二
・
二
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平
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一
五
・
一
二
・
一
七 
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域
の
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定
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更
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示
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か
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活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
八
月
三
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

申

請

の

あ

っ

た

年

月

日 

平
成
二
十
三
年
八
月
一
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ひ
だ
情
報
通
信
フ
ォ
ー
ラ
ム 

三 

代

表

者

の

氏

名 

田
中 

彰 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

岐
阜
県
高
山
市
上
岡
本
町
五
丁
目
五
七
九
番
地 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 
こ
の
法
人
は
、
情
報
通
信
技
術
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
）
に
関
す
る
人
材
を

育
成
し
、
情
報
通
信
技
術
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
）
を
多
岐
に
わ
た
り
利
活
用

す
る
こ
と
で
、
歴
史
文
化
の
伝
達
継
承
と
と
も
に
観
光
産
業
や
地

域
経
済
の
活
性
化
を
行
い
、
新
た
な
雇
用
を
創
造
す
る
と
と
も
に
、

緑
豊
か
で
環
境
に
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
と
少
子
高
齢
化
社
会
に

対
応
し
た
安
心
安
全
な
ま
ち
づ
く
り
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。
ま
た
、
国
際
交
流
活
動
を
通
じ
て
、
地
域
経
済
の

活
性
化
や
地
場
産
業
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請 

 

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
八
月
三
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

申

請

の

あ

っ

た

年

月

日 

平
成
二
十
三
年
七
月
十
一
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
大
和
Ｃ
ｏ
ｍ
ｐ
ａ
ｎ
ｙ 

三 

代

表

者

の

氏

名 

桝
井 

康
弘 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

岐
阜
県
各
務
原
市
川
島
松
原
町
四
〇
八
番
地
二 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
各
地
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
す
る
青
少
年
及

び
育
成
者
に
対
し
て
、
よ
り
良
い
活
動
が
で
き
る
よ
う
に
育
成
す

る
事
業
を
行
い
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
関
す
る
意
識
を
社
会
に
広
め

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
ま
た
、
児
童
健
全
育
成
の
為
に
、
各
種

関
係
機
関
と
協
力
及
び
連
携
の
も
と
、
地
域
力
の
向
上
を
目
指
す
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定 

 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

県
営
土
地
改
良
事
業
の
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
事
業
計
画
書
の

写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
八
月
三
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
建
築
基
準
法
に
規
定
す
る
用
途
地
域
の
指
定
の
な
い
区
域
で
定
め
る
事
項
の
区
域
区
分
の
変
更

案
の
縦
覧 

 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
次
に
掲
げ

る
事
項
の
区
域
区
分
の
変
更
を
し
た
い
の
で
、
次
の
と
お
り
案
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
案
に
つ
い
て
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
岐
阜
県
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
八
月
三
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 
用
途
地
域
の
指
定
の
な
い
区
域
内
で
定
め
る
事
項 

 

１ 

法
第
五
十
二
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
容
積
率
の
限
度 

 

２ 

法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
前
面
道
路
の
幅
員
が
十
二
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る

建
築
物
の
容
積
率
の
限
度 

上

大

野

地

区 

施

行

に

係

る

地

区

名 

関

市

役

所 

縦

覧

場

所 

平
成
二
三･ 

 

八
・
三
〇
か
ら 

同 
 
 
･ 

 

九
・
二
九
ま
で 

縦

覧

期

間 
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３ 

法
第
五
十
三
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
建
ぺ
い
率
の
限
度 

 
４ 
法
第
五
十
六
条
第
一
項
第
二
号
二
に
規
定
す
る
隣
地
境
界
線
か
ら
の
距
離
に
対
す
る
建
築
物
の

高
さ
の
限
度 

 

５ 

法
別
表
第
三 

欄
五
の
項
に
規
定
す
る
前
面
道
路
か
ら
の
距
離
に
対
す
る
建
築
物
の
高
さ
の
限

度 

二 

区
域
区
分
の
変
更
を
行
う
市 

 
 

土
岐
市 

三 

区
域
区
分
の
変
更
を
行
う
土
地
の
区
域 

 
 

計
画
図
書
に
お
い
て
表
示
す
る
区
域 

四 

案
の
縦
覧
場
所 

 
 

岐
阜
県
都
市
建
築
部
建
築
指
導
課
及
び
土
岐
市
建
設
部
都
市
計
画
課 

五 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
八
月
三
十
日
か
ら
同
年
九
月
十
三
日
ま
で 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号 

 
 

平
成
二
十
三
年
八
月
三
十
日
発
行 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発 

行 

者 
 
 

岐 
 
 
 
 

阜 
 
 
 
 

県 
 
 
 
 
 
 
 
 

編 
 

集 
 
 

各
務
原
市
テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
一
―
一 

 

ブ
イ
・
ア
ー
ル
・
テ
ク
ノ
セ
ン
タ
ー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発 

行 
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阜 
 
 

県 
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